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製紙産業は、商業印刷や新聞、出版等のグラフィック用途、段ボール

や紙器、紙袋等の包装・加工用途、ティシュ、トイレ紙等の衛生用途と、幅

広い需要分野に応じて多種多様な製品を製造しており、産業活動や日常

生活において不可欠な素材を供給している。日本製紙連合会の会員企

業は、それぞれ多数の企業と取引関係を有しており、製紙産業の維持・

発展のためには、中小企業を含む取引先と適切な取引関係を確立し、双

方が協力してサプライチェーン全体の取引条件を改善していくことが不可

欠である。このため、日本製紙連合会の会員企業は、下請代金支払遅延

等防止法（以下、下請法という。）及び下請中小企業振興法第3条第1項

の規定に基づく振興基準（以下、振興基準という。）等を踏まえて、これま

で適正な取引に取り組んできた。 

経済産業省は、平成 28年 9月に政策パッケージとして「未来志向型の

取引慣行に向けて」を公表した。その中では、本来は親事業者が負担す

べき費用等を下請事業者に押し付けることがないよう徹底するため、価格

決定方法の適正化、コスト負担の適正化、支払条件の改善が重点課題と

して挙げられている。政策実現に向け、業種横断的なルールの明確化・

厳格化が進められており、振興基準が平成 30 年 12 月に改正され、「働

き方改革」を阻害する取引慣行の是正等が新たに規定されている。振興

基準において、業界団体は国が定める業種別下請ガイドライン等に基づ

く活動内容を定めた自主行動計画の策定に努める旨、規定されている。

業種別下請ガイドラインの改訂も進められ、製紙業界に関しても、「紙・紙

加工産業における下請適正取引等の推進のためのガイドライン」（以下、

ガイドラインという。）が平成 31年 4月に改訂されている。 

日本製紙連合会は、振興基準及びガイドラインを踏まえ、下請事業者

との取引について、以下の通り自主行動計画を策定し、会員企業による

適正取引の推進に取り組む。自主行動計画の遵守状況については、定

期的なフォローアップにより、確実な実行を担保する。  
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Ⅰ．適正取引の推進 

 

（１）発注時の書面交付 

会員企業は、下請法の適用対象となる取引を行う場合には、下請代金の額、支払

期日、物品等を受領する期日等の具体的記載事項を記載した書面を交付しない場合

は、下請法第 3 条違反となることを認識し、発注時の書面交付を行う。下請法適用対

象以外の取引であっても、取引条件の明確化のため、書面等の交付に努める。 

 

（２）合理的な価格決定の推進 

会員企業は、価格決定方法の適正化が「未来志向型の取引慣行に向けて」の重点

課題であることを踏まえ、以下の点に取り組む。 

①価格決定に際しては、品質、数量、原材料及びエネルギーコスト、労務費、納期の

長短等について取引先と十分な協議を実施した上で価格を決定する。 

②原材料費、労務費等の外的要因による変動により、取引価格の見直しの要請があ

った場合は、十分な協議を実施した上で価格を決定する。 

③会員企業と取引先が協力して現場の生産性改善等に取り組む場合、コスト削減に

係る双方の寄与度に応じて価格を決定することとし、受注者側の努力によるコスト削

減効果を一方的に価格に反映することのないよう、十分な協議をした上で価格を決

定する。 

④見積時に比べ発注時のロット数が減少したにもかかわらず、見積時の予定単価を一

方的に要請することは、下請法第 4 条第 1 項第 5 号の「買いたたき」に該当するお

それがあることを認識し、実際の発注時の単価について、十分な協議を実施する。 

⑤一括納入を前提とした単価を、多頻度小口配送の場合の単価として一方的に決定

することは、下請法第 4条第 1項第 5号の「買いたたき」に該当するおそれがあるこ

とを認識し、配送条件が変更された場合の単価について、十分な協議を実施する。 

 

（３）コスト負担の適正化 

会員企業は、コスト負担の適正化が「未来志向型の取引慣行に向けて」の重点課題
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であることを認識し、以下の点に取り組む。 

①契約成立後の発注キャンセルについて、会員企業は、取引先が既に仕掛したコスト

の負担がある場合を勘案し、コスト負担を事前に明確にする等、ルール化に努める。 

②受発注に関する専用のシステムや専用帳票等の使用を求める場合は、取引先の対

応コストに配慮し、使用に関し合意を得る。 

 

（４）「働き方改革」への対応 

会員企業は、自らの取引が起因となり取引先の「働き方改革」推進を阻害するような

要請を行わないよう、十分に配慮する。やむを得ず短納期又は追加の発注、急な仕

様変更等を行う場合は、適正なコストを負担するよう努める。 

 

（５）支払条件の改善 

会員企業は、取引先の資金繰りに関心を持つよう努め、代金支払は発注に係る物

品等の受領後、できる限り速やかに行う。下請代金の支払はできる限り現金によるが、

手形等により支払う場合は、その現金化にかかる割引料等のコスト負担について、取

引先の負担とすることがないよう、割引料等を勘案して下請代金の額を十分協議して

決定する。下請代金の手形サイトは、将来的に 60日以内を目標として改善に努める。 

 

（６）サプライチェーンの維持に向けた取り組み 

会員企業は、サプライチェーン全体の機能維持のため、以下の点に取り組む。 

①取引先の廃業等によりサプライチェーンの維持が困難になる恐れがあることを踏ま

え、事業継承の意向や状況の把握に努め、取引先と対話した上で、事業継承が円

滑に遂行されるよう、経営改善支援、後継者育成、引継先のマッチング支援等に努

める。 

②天災等の緊急事態によりサプライチェーンが寸断されることのないよう、取引先と連

携して、事業継続計画（BCP）の策定や事業継続マネジメント（BCM）の実施に努

める。また、天災等が発生した場合は、取引先に一方的な負担を押し付けることが

ないよう留意するとともに、被災事業者との取引関係継続や優先発注に配慮する。 
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Ⅱ．自主行動計画のフォローアップ 

日本製紙連合会は、会員企業による自主行動計画の実施状況について、定期的

にフォローアップすることにより把握する。また、実施状況の評価を通じ、必要に応じて

自主行動計画の見直しを行い、会員企業の取引慣行の改善を進める。 

 

以  上 

 


